
（仮称） DREAM Wind 佐田岬リプレ ー ス事業に係る
環境影響評価方法書に対する知事意見

第1 総括事項
1 環境影響評価の遮切な実施のため、 環境影響評価準備書の作成に当たっては、

事業計画及び工事計画をできる限り明らかにするとともに、 事業及び工事の実
施に伴う環境影響について、より一層の環境負荷の回避又は低減に努めるとと
もに、 関係する諸計画及び法令との整合を図ること。

2 対象事業実施区域周辺には多くの住居が存在しており、 本事業により発電機
が大型化されるとともに、 周辺にも複数の風力発電所が存在することから、 本
事業の実施に伴う騒音及び超低周波音並びに風車の影等による生活環境への影
響が懸念される。

3 同区域及びその周辺においては、 本県レッドデータブックに掲載されている
希少な動植物が多数生息•生育している可能性があるとともに、 猛禽類等の希
少鳥類の主要な渡りのルー トに含まれる可能性もあること等から、 本事業の実
施による動植物に対する影響も懸念される。

4 準備書では、 最終的な建替え事業内容だけでなく、 環境影響の低減・回避措
置を踏まえた建替え事業決定の経緯も記載すること。

以上の諸課題を十分認識した上で、 以下の個別事項を適切に講じること。

第2 個別事項
1 地元との相互理解及び情報公開

(1) 適正な環境配慮の確保の実施を図り、 地域の実情に応じた地域貢献のあり
方を検討するなど、 地域にとって受容性の高い事業計画の立案に努め、 地域
共生型の再生可能エネルギーを目指すこと。

(2) ホ ー ムペー ジ等による積極的なデータ開示を行うとともに、 客観性のある
データを用いて分かりやすく丁寧な説明を行い、 地域住民との相互理解の醸
成に努めること。 また、 地元自治体や地域住民、 地域づくり団体等からの意
見や要望、 苦情等に対しては誠意を持って対応し、 これら意見等を事業計画
に十分に反映させること。

なお、 伊方町長からも、 地域住民等に丁寧な説明を行い、 理解を得られる
よう十分な配慮を求める意見が提出されていることから、 誠実かつ確実に対
応すること。

(3) 環境影響評価図書については、 地域住民との円滑な情報交流の拡充を図る
ため、 縦覧期間が終了した後も自社ホ ー ムペー ジ、 又は「環境影響図書の公
開について（改訂版）」 （令和4年6月30日付け環政評発第2206303号）に
基づき環境省のホ ー ムペー ジで引き続き継続的に公開すること。

なお、 公開に当たっては、 無断複製等の著作権に関する問題が生じないよ
う配慮するとともに、 各種OSやブラウザでの動作確認を十分に行い、 より一

層の利用者の利便性の向上を固ること。
(4) 本事業は建替え事業であることから、．既設風力発電所の設置前の状況又は

設置後の現状の状況といったベー スラインと比較して評価を行うなど、 地域
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